
公益財団法人宮城県結核予防会行動計画 

  

職員が仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のよう

に行動計画を策定する。 

 

 

１ 計画期間 平成２９年７月１日～平成３２年６月３０日までの３年間 

２ 内容 

  

 

 

 

＜対策＞ 

  平成２９年７月～ 年次有給休暇取得状況の把握 

  平成３０年１月～ 計画的な取得及び計画的付与に向けて、管理職へ周知 

  平成３０年２月～ 部署毎の年次有給休暇付与のための計画を策定、周知 

  平成３０年４月～ 計画実施 

 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

平成２９年７月～ 法改正を盛り込んだ育児・介護等に関する規程施行 

平成２９年７月～ 定例部課長会議等で周知・確認、管理職から所属職員へ周知 

平成２９年８月～ 法人内掲示板に周知文を掲示 

 

 

 

 

 

 

 

目標１ 年次有給休暇の取得を促進する。 

目標２ 育児休業等に関するハラスメントの防止の徹底 

 


